
 

Instructions for use

Title 最高裁判所判例研究

Author(s) 吉田, 邦彦

Citation 北大法学論集, 39(2), 163-173

Issue Date 1988-08-20

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16631

Type bulletin (article)

File Information 39(2)_p163-173.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


日半IJ:.: 

..例..

..研..

..究..最

品

裁

判

所

判

例

研

未
熟
児
網
膜
症
を
診
断
し
た
眼
科
医
(
総
合
病
院
嘱
託
医
)
に
つ
き
、

本
症

E
型
の
疑
い
を
か
け
て
、
頻
回
の
眼
底
検
査
を
実
施
し
て
、
直

ち
に
経
験
豊
か
な
他
の
専
門
医
の
診
断
を
何
ぎ
、
時
期
を
失
せ
ず
適

切
な
治
療
を
施
す
(
転
医
す
る
)
注
意
義
務
違
反
の
過
失
が
あ
っ
た

と
さ
れ
た
事
例
|
|
過
失
あ
る
処
置
と
失
明
と
の
聞
に
は
、
相
当
因

果
関
係
が
あ
り
、
不
確
定
要
素
は
、
慰
謝
料
算
定
に
お
い
て
考
慮
す
る

民
法
四
一
五
条
、
七
O
九
条
、
七
一
五
条
一
項

昭
和
六

O
年
三
月
二
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
(
昭
和
五
七
年
制
一
一
一
一
一

号
、
杉
本
久
美
子
対
医
療
法
人
景
岳
会
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
)
民
集
三

九
巻
二
号
一
二
四
頁

〔
事
実
〕

X
(原
告
・
控
訴
人
H
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
)
は
、

v
U
(
被
告

・
被
控
訴
人
H
控
訴
人
・
上
告
人
)
の
経
営
す
る
南
大
阪
病
院
に
て
、
昭

和
五
一
年
二
月
八
日
に
出
生
し
た
極
小
未
熟
児
(
在
胎
週
数
三
四
週
、
生
下

時
一
二

0
0グ
ラ
ム
)
で
あ
る
が
(
主
治
医
で
あ
る
A
小
児
科
医
か
ら
同
日
よ
り

ifu 
.1u 

四
月
一
二
日
ま
で
、
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
酸
素
投
与
を
受
け
て
い
る
)
、
未

熟
児
網
膜
症
に
擢
患
し
、
複
数
の
眼
科
医
に
よ
っ
て
数
回
の
眼
底
検
査
が

な
さ
れ
た
が
、
結
局
失
明
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
こ
の
経
緯
は
以
下
の
通

り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
川
A
の
依
頼
に
よ
り
、
同
年
三
月
一

O
日(一一一

二
日
目
)
に
、
同
病
院
に
週
一
回
嘱
託
医
と
し
て
勤
務
す
る

B
(前
年
に
大

阪
医
大
を
卒
業
し
、
同
大
学
の
研
修
医
で
あ
り
、
本
症
の
患
者
二
、
三
名
を
検
査

し
た
ぐ
ら
い
で
、

E
型
の
症
例
の
経
験
は
な
か
っ
た
)
が
、
第
一
回
限
底
検
査

を
行
い
、
網
膜
血
管
の
蛇
行
及
び
左
眼
に
小
さ
い
出
血
を
認
め
て
、
本
症

の
オ
l

エ
ン
ス
一
期
〔
血
管
新
生
期
〕
の
疑
い
を
か
け
た
が
、
自
然
治
癒

率
が
高
い
と
考
え
て
、
経
過
観
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

ω一
週
間
後
三

月
一
七
日
)
に
、

B
は
第
二
回
の
限
底
検
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
網
膜
血
管

の
怒
張
・
蛇
行
が
強
く
な
り
、
左
眼
に
は
出
血
が
あ
り
オ
レ
ン
ジ
色
を
呈

し
て
い
た
た
め
、
一
応
オ
l

エ
ン
ス
一
期
と
判
定
し
た
も
の
の
、
限
底
の

急
変
に
異
常
を
察
し
指
導
医

C
(大
阪
医
大
助
手
。
二

O
名
位
の
本
症
の
診
察

北法39(2・163)415 
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経
験
が
あ
る
が
、

E
型
・
混
合
型
の
例
は
な
く
、
光
凝
固
を
自
ら
実
施
し
た
こ
と

も
な
い
)
に
よ
る
診
察
の
必
要
を
感
じ
た
が
、
同
人
〔
C
〕
は
月
一
回
診

察
の
嘱
託
医
で
あ
っ
た
た
め
、
一
週
間
後
に
診
察
す
ベ
く
依
頼
し
た
に
止

ま
っ
た
。
例

C
は
依
頼
ど
お
り
三
月
二
四
日
(
四
六
日
目
)
に
第
三
回
検

査
を
行
っ
た
が
、
網
膜
に
出
血
斑
、
境
界
線
が
見
ら
れ
、
へ
イ
ジ
イ
メ
デ

ィ
ア
〔
硝
子
体
(
中
間
透
光
体
)
混
濁
〕
が
強
く
、
本
症

I
型
の
二
期
〔
境

界
線
形
成
期
〕
の
終
り
な
い
し
一
一
一
期
〔
硝
子
体
内
診
出
・
増
殖
期
〕
と
判

定
し
て
、
で
き
る
だ
け
早
い
光
凝
周
・
冷
凍
凝
固
の
実
施
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
た
。
し
か
し
、
光
凝
固
等
の
手
術
を
行
う
医
療
機
械
設
備
が
な
か

っ
た
の
で
、
転
医
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
川
そ
こ
で
、

X
は
三
月
二
六
日

に
大
阪
市
大
病
院
で
受
診
す
る
こ
と
と
な
り
、
第
四
回
検
査
を
し
た

D
助

教
授
(
眼
科
副
部
長
。
約
三

O
例
の
眼
底
検
査
の
経
験
が
あ
る
が
、
光
凝
聞
手
術

を
施
し
た
こ
と
は
な
い
)
は
、
浮
腫
(
軽
度
の
網
膜
剥
離
)
を
認
め
、
網
膜

は
全
剥
離
の
様
相
を
示
し
、
本
症
末
期
ゆ
え
光
凝
固
等
の
適
応
で
な
い
と

し
て
経
過
観
察
し
た
(
も
っ
と
も
、
当
時
D
は
、
光
凝
固
治
療
が
難
し
い
と
の

み
答
え
た
に
止
ま
り
、
カ
ル
テ
等
に
も
、
境
界
線
、
網
膜
剥
離
に
関
す
る
記
載
を

し
て
い
な
か
っ
た
)
。
同
そ
の
聞
に
、

B
は
一
得
び
検
査
(
第
五
回
検
査
)
を
行

い
(
三
月
三
一
日
)
、

C
の
所
見
(
上
述
同
参
照
)
を
支
持
し
て
い
る
。
制
翌

四
月
一
日
(
五
四
日
目
)
に
は
、
大
阪
市
大
教
授
の

E
(既
に
数
百
名
の
眼

底
検
査
を
し
て
お
り
、
外
科
的
手
術
も
百
例
近
く
実
施
し
て
い
る
)
は
、
第
六
回

検
査
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
泡
状
網
膜
剥
離
を
来
し
て
い
て
ぶ
ど
う
膜

炎
に
よ
る
硝
子
体
混
濁
が
あ
り
、
末
期
症
状
の
た
め
に
処
置
な
し
と
判
定

し
た
。
的
そ
し
て
そ
の
後
、
北
野
病
院
で
二
回
冷
凍
凝
固
処
置
が
な
さ
れ

た
(
四
月
二
日
、
四
月
八
日
)
が
、
効
果
は
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

|
|
そ
こ
で
、

X
が
A
i
C
に
関
し
て
は

Y
に
対
し
、
ま
た

D
E
に
関
し

て
は
も
〔
大
阪
市
〕
(
被
告
・
被
控
訴
人
H
控
訴
人
)
に
対
し
て
、
債
務
不

履
行
(
医
療
契
約
違
反
)
及
び
不
法
行
為
に
基
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た

の
が
本
件
で
あ
る
。

な
お
、
本
症
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五

O
年
に
厚
生
省
研
究
班
に
よ
る
報

告
書
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、

B
i
E
の
各
医
師
は
そ
の
存
在
・
内
容
を
熟

知
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
同
書
で
は
前
記

I
型

-
E型
に
つ
い
て
も

空
理
し
て
検
討
さ
れ
て
お
り

(
I
型
は
、
比
較
的
緩
徐
に
症
状
が
進
行
す
る
タ

北法39(2・164)416 

イ
プ
で
自
然
治
癒
傾
向
も
強
い
の
に
対
し
、

E
型
は
未
熟
性
の
強
い
限
に
生
ず
る

も
の
で
、
強
い
診
出
傾
向
を
伴
い
、
比
較
的
早
く
網
膜
剥
離
と
な
る
た
め
、
治
療

時
期
を
失
し
な
い
よ
う
に
、
適
切
迅
速
な
対
策
が
必
要
で
あ
り
、
綿
密
な
眼
底
検

査
を
可
及
的
早
期
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
)
、
原
審
の
認
定
で
は
、

本
件
X
の
場
合
は
激
症
型
〔
E
型
な
い
し
混
合
型
〕
で
あ
り
、
前
記

ωの

段
階
で
は
既
に
網
膜
剥
離
の
状
態
に
あ
り
、
他
方

ωの
時
点
な
ら
ば
光
凝

固
等
に
よ
り
失
明
を
免
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
審
(
大
阪
地
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
二

O
日
判
タ
四
二
九
号
七
二
頁
)
は
、
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X
の
主
張
の
う
ち
、

Y
の
小
児
科
医
療
体
制
・
眼
科
診
療
体
制
に
関
す
る

責
任
及
び

A
の
酸
素
投
与
上
の
過
失
に
つ
い
て
は
否
定
し
た
が
、
眼
科
医

B
1
D
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
請
求
を
認
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、

B
に
つ
い

て
は
、
前
記

ωに
お
け
る
頻
回
検
査
・
転
医
等
の
義
務
違
反
、

C
に
つ
い

て
は
、
大
阪
市
大
病
院
へ
の
転
医
に
お
け
る
指
示
・
説
明
義
務
等
の
義
務

違
反
、
ま
た

D
に
関
し
て
は
、
転
送
を
受
け
た
大
学
病
院
と
し
て
の
専
門

医
聞
の
連
絡
協
議
・
総
合
検
討
を
怠
る
重
過
失
が
あ
る
と
判
断
し
て
、
も

も
の
使
用
者
責
任
(
民
法
七
一
五
条
)
及
び
診
療
契
約
の
不
完
全
屡
行
の

責
任
を
負
う
と
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
た
(
但
し
、
不
確
定
要
素
が
多
い
と

し
て
、
慰
謝
料
及
び
弁
護
士
費
用
の
賠
償
の
み
認
め
て
レ
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、

X
Y
U
各
々
控
訴
。
原
審
(
大
阪
高
判
昭
和
五
七
年
六
月
二
五
日
)
は
、
前

述
し
た
と
お
り
、
例
の
時
点
で
既
に
光
凝
固
の
適
応
時
期
を
逸
し
て
い
る

と
し
て

Y
の
責
任
を
否
定
し
た

(
D
が
説
明
不
充
分
で
あ
っ
た
点
は
道
義
的
非

難
を
免
れ
な
い
が
、
医
師
と
し
て
の
過
失
は
な
い
と
す
る
)
が
、

Y
の
責
任
に

つ
い
て
は

X
の
控
訴
を
一
部
認
容
し
て
賠
償
額
を
増
額
さ
せ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
大
学
医
局
で
眼
科
を
専
攻
し
研
究
報
告
に
も
目
を
通
し
て
い
る

研
究
医
で
あ
る

B
と
し
て
は
、
例
の
段
階
で

E
型
の
疑
い
の
診
断
を
し
て

頻
回
検
査
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
経
験
豊
か
な
他
の
専
門
医
の
診
察
を

仰
ぎ
時
期
を
失
せ
ず
適
切
な
治
療
を
施
す
べ
き
注
意
義
務
に
反
す
る
過
失

が
あ
り
、
ま
た
、

C
と
し
て
も
、

B
を
指
導
監
督
し
て
適
宜
適
切
な
措
置

を
と
る
べ
き
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、

B
か
ら
報
告
を
受
け
つ
つ
一
週
間
放

置
し
た
の
は
杜
撰
で
あ
り
、
医
師
と
し
て
の
注
意
義
務
を
尽
さ
な
い
過
失

が
あ
る
と
述
べ
、
そ
し
て
、

E
型
に
は
光
凝
固
法
が
全
く
奏
効
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
で
き
ず
相
当
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
不
確

定
要
素
(
極
小
未
熟
児
に
は
発
症
率
が
高
い
こ
と
、
激
症
型
の
場
合
に
は
適
期
の

治
療
で
も
失
明
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
椴
痕
期
病
変
の
可
能
性
が
あ
る
こ

と
等
)
に
つ
い
て
は
慰
謝
料
額
算
定
の
一
要
素
と
し
て
掛
酌
す
れ
ば
足
り

る
と
し
て
、

Y
の
民
法
七
一
五
条
に
よ
る
責
任
及
び
診
療
契
約
上
の
債
務

不
履
行
責
任
を
負
う
と
判
示
し
た
。
な
お
、
一
審
判
決
と
異
な
り
、
別
枠

で
逸
失
利
益
の
賠
償
を
認
め
て
い
る

(
X
は
両
眼
完
全
失
明
の
た
め
、
労
働

能
力
は
全
部
喪
失
し
た
と
し
て
算
定
さ
れ
、
こ
こ
で
は
、
不
確
定
要
素
は
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
)
。

も
は
上
告
し
て
、
原
審
が
前
記
仰
で

E
型
の
疑
い
を
す
べ
き
で
あ
る
と

し
、
ま
た
同
川
で
網
膜
剥
離
を
認
定
し
て

D
の
過
失
を
否
定
し
た
点
を
争

う
(
第
一
点
、
第
二
点
)
他
、
激
症
型
で
あ
る
本
件
で
は
現
在
で
は
光
凝
固

は
施
行
さ
れ
ず
硝
子
体
切
除
術
が
と
っ
て
代
っ
て
お
り
、
過
失
と
失
明
と

の
聞
に
は
因
果
関
係
が
な
い
と
述
べ
(
第
三
点
)
、
不
確
定
要
素
に
よ
る
減

額
及
び
弁
護
士
費
用
の
賠
償
額
算
定
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
(
第
四

占。。

北法39(2・165)417 

〔
判
旨
〕

上
告
棄
却
。
「
B
医
師
と
し
て
は
、
第
二
回
眼
底
検
査
の
結
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果
、
:
:
:
第
一
回
の
眼
底
検
査
か
ら
僅
か
一
週
間
を
経
過
し
た
に
す
ぎ
な

い
わ
り
に
は
、

X
の
眼
底
に
著
し
く
高
度
の
症
状
の
進
行
を
認
め
た
の
で

あ
る
か
ら
、
本
症

E
型
の
疑
い
の
診
断
を
し
、
頻
回
検
査
を
実
施
す
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
、
本
症
の
患
者
二
、
三
名
の
眼
底
検
査
を
し
た
程
度
の
経

験
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
経
験
豊
か
な
他

の
専
門
医
の
診
察
を
仰
ぎ
、
時
期
を
失
せ
ず
適
切
な
治
療
を
施
し
、
も
っ

て
失
明
等
の
危
険
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
う
に
至

っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
医
師
は
、

X
の
症
状
の
急
変

に
驚
き
、
お
か
し
い
と
感
じ
な
が
ら
も
十
分
に
未
熟
児
網
膜
症
の
病
態
の

把
握
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
頻
回
検
査
の
必
要
性
に
も
気
付
か
ず
、
一

週
間
の
経
過
観
察
と
し
て
、
次
週
に

C
医
師
の
診
断
を
求
め
た
の
に
と
ど

ま
っ
た
が
、
か
か
る
処
置
は
、

X
が
未
熟
児
網
膜
症
の
激
症
型
で
あ
っ
た

こ
と
に
照
ら
す
と
、
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ

の
た
め

X
は
光
凝
固
等
の
外
科
的
手
術
の
適
期
を
逸
し
失
明
す
る
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

B
医
師
に
は
医
師
と
し
て
の
右
注
意
義
務
違
背
の

過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
右
処
置
と

X
の
失
明
と
の
間

に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
旨
の

原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
所
論
の
不

確
定
要
素
は
、
原
審
が
確
定
し
た
逸
失
利
益
及
び
介
護
料
に
か
か
る
損
害

額
を
減
額
す
べ
き
事
由
と
は
い
え
な
い
。
」

「
薬
害
訴
訟
を
別
と
し
て
史
上
最
大
の
医
療
過
誤
訴

訟
」
と
言
わ
れ
る
(
小
堺
堅
吾
「
未
熟
児
医
療
過
誤
訴
訟
の
動
向
」
判
タ
四
一

五
号
(
昭
五
五
)
二
七
頁
)
未
熟
児
網
膜
症
訴
訟
は
、
既
に
四

O
余
り
の
事

件
、
判
決
数
に
す
る
と
七

O
近
く
に
及
ん
で
い
る
が
、
本
判
決
は
、
公
表

さ
れ
た
最
高
裁
判
決
の
四
番
目
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
医
師
側
(
病
院

側
)
の
責
任
を
肯
定
し
た
唯
一
の
判
決
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
判
決
以
前
の
〔
一
〕
最
判
(
第
三
小
法
廷
)
昭
和
五
四

年
一
一
月
一
三
日
判
時
九
五
二
号
四
九
頁
(
長
崎
市
民
病
院
事
件
)
(
昭

和
四
二
年
四
月
出
生
児
(
在
胎
三
一
週
弱
、
一
四

0
0グ
ラ
ム
)
が
退
院
の
四
ヶ

〔
評
釈
〕
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月
後
(
生
後
七
ヶ
月
頃
)
に
視
力
喪
失
が
判
明
し
た
ケ
l
ス
。
網
膜
症
の
発
症
を

予
見
せ
ず
、
眼
科
医
に
依
頼
し
て
定
期
的
限
底
検
査
し
な
く
と
も
、
小
児
科
医
に

は
過
失
が
な
く
、
ま
た
、
酸
素
供
給
管
理
上
の
措
置
も
裁
量
範
囲
を
越
え
な
い
と

し
て
不
法
行
為
責
任
を
否
定
す
る
)
、
〔
二
〕
最
判
(
第
三
小
法
廷
)
昭
和
五

七
年
三
月
三

O
日
裁
判
集
民
事
一
三
五
号
五
六
三
頁
、
判
時
一

O
三
九
号

六
六
頁
(
日
赤
高
山
病
院
事
件
)
(
昭
和
四
四
年
一
二
月
出
生
児
(
一
一
一
一

0

グ
ラ
ム
)
が
、
三
八
日
間
酸
素
投
与
を
受
け
、
生
後
四
五
日
目
以
降
三
度
の
眼
底

検
査
及
び
ホ
ル
モ
ン
剤
の
投
与
(
ス
テ
ロ
イ
ド
療
法
)
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
支
理

病
院
に
転
送
さ
れ
て
永
田
医
師
に
よ
り
光
凝
固
法
が
実
施
さ
れ
た
(
八
五
日
目
頃
)

が
、
時
期
を
失
し
た
(
右
限
オ
l

エ
ン
ス
五
期
、
左
眼
三
期
晩
期
)
と
い
う
事
案

で
、
混
合
型
の
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
。
「
診
療
当
時
の
臨
床
医
学
の
実
践
に
お
け
る
医



療
水
準
」
が
注
意
義
務
の
基
準
と
な
る
と
し
て
、
光
凝
固
法
の
専
門
的
研
究
者
に

お
け
る
定
着
は
昭
和
四
七
年
以
降
で
あ
り
、
ま
だ
一
般
化
し
て
い
な
い
と
し
て
、

否転
定医
、言指

Ej 
空3
審治
判療

決 z
m の
巌告
阜知
地説
半Ij明
昭義
和務
四を
九否
年定
三す
月る

五不
日法
判行
時為
七責
三任

八
号
三
九
頁
)
で
は
、
医
師
と
し
て
の
最
善
の
注
意
義
務
が
強
調
さ
れ
て
、
こ
れ

ら
が
肯
定
さ
れ
た
て
〔
二
一
〕
最
判
(
第
三
小
法
廷
)
昭
和
五
七
年
七
月
二

O

日
裁
判
集
民
事
一
三
六
号
七
二
三
頁
、
判
時
一

O
五
三
号
九
六
頁
(
新
小

倉
病
院
事
件
)
(
昭
和
四
四
年
四
月
出
生
の
患
児
(
一
八
五

0
グ
ラ
ム
)
は
四
九

日
間
酸
素
療
法
を
受
け
た
が
、
退
院
(
二
ヶ
月
後
)
ま
で
眼
底
検
査
が
な
さ
れ
ず
、

そ
の
約
一
ヶ
月
後
(
生
後
三
ヶ
月
)
第
一
回
健
康
相
談
時
に
光
に
対
す
る
反
応
が

な
レ
旨
母
親
が
訴
え
た
が
、
早
産
児
だ
か
ら
と
し
て
放
置
さ
れ
、
第
二
回
診
断
時

(
生
後
四
ヶ
月
)
に
担
当
医
(
小
児
科
医
)
が
眼
底
に
異
常
を
発
見
し
、
眼
科
に

受
診
さ
せ
た
が
既
に
手
遅
れ
で
あ
っ
た
と
レ
う
事
例
。
〔
二
〕
と
同
様
の
基
準
を
示

し
、
当
時
酸
素
濃
度
さ
え
制
限
す
れ
ば
、
本
症
発
生
の
危
険
な
し
と
す
る
知
見
が

一
般
的
で
あ
り
(
九
大
医
学
部
で
の
光
凝
固
法
へ
の
取
り
組
み
、

一
流
機
関
の
限
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底
検
査
へ
の
着
手
は
、
昭
和
四
五
年
以
降
と
す
る
)
、
眼
底
検
査
の
必
要
性
を
認
識

せ
ず
、
転
医
の
指
示
等
し
な
く
と
も
注
意
義
務
違
背
は
な
レ
と
述
べ
、
債
務
不
履

行
責
任
を
否
定
す
る
)
、
ま
た
本
件
後
の
〔
四
〕
最
判
(
第
二
小
法
廷
)
昭

和
六
一
年
五
月
三

O
日
判
時
一
一
九
六
号
一

O
七
頁
(
坂
出
市
立
病
院
事

件
)
(
昭
和
四
五
年
一

O
月
出
生
の
極
小
未
熟
児
(
在
胎
約
三

O
週、

五
O 

グ
ラ
ム
)
は

一
三
日
間
酸
素
投
与
を
受
け
、
退
院
時
(
二
ヶ
月
後
)
に
両
親
の

依
頼
に
よ
り
眼
底
検
査
を
し
た
眼
科
医
は
、
「
今
の
と
こ
ろ
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
伝

え
た
に
止
ま
っ
た
が
、
そ
の
二
ヶ
月
後
に
撞
孔
に
異
常
を
感
じ
、
受
診
し
た
と
こ

ろ
、
網
膜
症
に
よ
り
既
に
失
明
し
て
い
た
と
い
う
ケ

l
ス
。
原
審
(
②
高
松
高
判

昭
和
五
八
年
三
月
二
二
日
判
タ
五

O
一
号
二

O
一
頁
)
は
、
右
眼
科
医
に
は
、
誠

実
に
眼
底
検
査
を
行
い
そ
の
結
果
を
正
直
に
報
告
し
、
再
検
査
を
促
す
べ
き
義
務

及
び
光
凝
固
法
と
い
う
治
療
方
法
を
告
知
す
べ
き
義
務
に
違
反
す
る
過
失
が
あ
り
、

そ
れ
と
失
明
と
の
聞
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
肯

定
し
た
(
但
し
、
不
確
定
要
素
が
多
い
の
で
、

一
切
の
事
情
を
勘
案
し
た
慰
謝
料

の
み
で
算
定
す
る
と
す
る
)
が
、
最
高
裁
は
、
検
査
と
結
び
つ
い
た
有
効
な
治
療

方
法
が
存
在
し
な
い
段
階
で
は
、
検
査
結
果
を
告
知
説
明
す
べ
き
法
的
義
務
は
な

い
と
し
た
)
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
小
児
科
医
、
眼
科
医
の
過
失
は
否

定
さ
れ
て
レ
る
の
で
あ
る
。

二

ω
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
判
決
と
の
対
比
に
よ
り
、
本
判
決
で
積
極

的
判
断
が
示
さ
れ
た
眼
科
医
の
過
失
の
内
容
を
、
事
案
の
特
殊
性
に
留
意

し
つ
つ
次
に
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
未
熟
児
網
膜
症
は
、
激
症

型

(
I
型
と
は
区
別
さ
れ
る
、

E
型
な
い
し
混
合
型
)
|
|
こ
れ
は
、
昭
和
五

O
年
発
表
の
前
記
報
告
書
に
よ
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
分
類
で
あ
る

ー
ー
と
認
定
さ
れ
、
本
判
決
で
は
、
そ
れ
を

I
型
と
誤
診
し
て
放
置
し
た

た
め
光
凝
固
の
時
期
を
逸
し
た
こ
と
に
よ
る
眼
科
医
の
責
任
が
問
題
と
さ
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れ、

B
医
師
は
、

E
型
の
疑
い
を
も
っ
て
頻
回
の
眼
底
検
査
を
す
べ
き
で

あ
る
と
し
(
本
件
で
は
、
限
底
検
査
は
数
回
な
さ
れ
て
お
り
、
眼
底
検
査
義
務
の

存
否
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
検
査
の
態
様
が
関
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
て
さ
ら
に
、
経
験
不
充
分
だ
と
し
て
も
、
他
の
専
門

医
へ
の
転
医
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
注
意
義
務
に
違
背
し
た

過
失
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、

E
型
な
い
し
激
症
型

に
関
す
る
下
級
審
判
決
で
は
、
い
ず
れ
も
医
師
の
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い

る
(
例
え
ば
、
③
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
和
五
五
年
九
月
一
日
判
時
九
九
一
一
一
号
七
九

頁
(
国
立
小
倉
病
院
)
(
昭
和
四
九
年
三
月
生
)
、
④
大
阪
高
判
昭
和
五
九
年
四
月

二
六
日
判
時
一
一
三
六
号
七
二
頁
(
関
西
医
大
香
里
病
院
)
(
昭
和
四
五
年
二
一
月

生。

E
型
に
つ
い
て
は
光
凝
固
法
は
必
ず
し
も
適
応
と
す
る
も
の
で
な
い
と
説
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
)
、
⑤
大
阪
高
判
昭
和
五
九
年
五
月
二
九
日
判
タ
五
二

八
号
九
三
賀
(
向
上
)
(
昭
和
四
八
年
六
月
生
の
極
小
未
熟
児
(
一

O
O
O
グ
ラ

ム
)
)
、
⑥
神
戸
地
判
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
判
タ
五

O
七
号
二
七
五
頁
(
社
会

保
険
神
戸
中
央
病
院
)
(
昭
和
四
七
年
八
月
生
、
一

O
六
0
グ
ラ
ム
)
、
⑦
浦
和
地

判
昭
和
五
九
年
三
月
二
八
日
判
タ
五
三
二
号
二
二
七
頁
(
浦
和
市
立
病
院
)
(
昭
和

五
二
年
五
月
出
生
の
極
小
患
児
(
在
胎
二
七
週
、

に
つ
き
、

I
型
二
期
と
誤
診
し
た
(
但
し
、
予
後
不
良
と
し
て
E
型
に
準
じ
た
治

一
0
0
0グ
ラ
ム
)
の
ケ
l
ス

療
を
説
く
)
眼
科
医
の
過
失
を
否
定
す
る
)
、
③
神
戸
地
判
昭
和
六

O
年
五
月
一
六

日
判
時
一
一
七
三
号
一
一
一
二
頁
(
尼
崎
病
院
)
(
昭
和
四
八
年
四
月
生
、
一

O
八
O

グ
ラ
ム
。
ォ
l

エ
ン
ス
二
期
と
診
断
当
時
、
本
症
E
型
に
つ
い
て
の
診
断
基
準
も
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確
立
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
現
在
で
も
光
凝
固
法
が
有
効
な
治
療
法
と
し
て
確
立
さ

れ
た
と
は
言
い
難
い
と
す
る
)
)
こ
と
と
の
対
比
で
も
珍
し
く
、
ま
た
、
「
医

療
水
準
論
」
と
の
関
係
で
、
医
師
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
消
極
的
な
最
高

裁
の
一
般
的
潮
流
と
の
比
較
で
も
、
か
な
り
高
度
の
注
意
義
務
が
課
さ
れ

た
判
決
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
言
え
る
(
稲
垣
・
後
掲
批
評
二
七
一
一
貝
で

は
、
梅
毒
輸
血
事
件
(
最
判
昭
和
三
六
年
二
月
一
六
日
民
集
一
五
巻
二
号
二
四
四

頁
)
の
立
場
に
回
帰
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
と
さ
れ
る
)
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
示
さ
れ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
ま
ず
第
一
に
、
本
件
未
熟
児
〔

X
〕
の
出
生
時
期
が
昭
和
五
一
年
二

月
と
か
な
り
新
し
く
、
-
型
と

E
型
と
の
症
状
及
び
治
療
方
法
の
相
違
が

一
般
的
に
示
さ
れ
た
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
後
の
ケ

l
ス
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
り
、
第
二
に
、

B
i
E
ら
は
、
総
合
病
院
な
い
し
大
学
病
院
に
勤

務
す
る
、
未
熟
児
網
膜
症
に
か
な
り
通
じ
た
医
師
陣
で
あ
り
、
昭
和
五

O

年
の
報
告
書
も
熟
知
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
(
な
お
、

本
判
決
が
右
報
告
書
に
依
拠
し
た
立
論
を
す
る
の
は
、
同
書
が
本
件
激
症

型
に
関
す
る
診
療
基
準
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で

射
程
距
離
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
通
常
の

I
型
の
場
合
に

は
、
昭
和
四
六

i
四
七
年
あ
た
り
で
光
凝
固
法
が
医
療
水
準
と
な
り
責
任

肯
否
の
分
れ
目
と
な
る
と
の
見
解
(
小
堺
前
掲
二
八
頁
、
中
谷
瑳
子
・
判
評



二
八
六
号
(
昭
五
七
)
二
三
頁
、
野
田
寛
・
民
商
人
七
巻
四
号
(
昭
五
八
)
六
四

八
頁
)
を
維
持
し
て
も
、
本
判
決
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
の

意
味
で
、
本
判
決
を
契
機
に
昭
和
五

O
年
を
境
に
線
引
き
さ
れ
る
に
至
っ

た
と
す
る
近
時
有
力
な
見
解
(
稲
垣
・
後
掲
批
評
二
五
頁
、
徳
本
・
後
掲
解

説
八

O
頁
、
浦
川
「
民
事
判
例
レ
ビ
ュ
ー
」
判
タ
六
一
九
号
(
昭
六
二
六
三
頁
、

畔
柳
達
雄
「
未
熟
児
網
膜
症
裁
判
の
現
状
」
判
タ
六
一
八
号
(
昭
六
一
)
一
八
八

頁
(
間
接
的
に
本
判
決
が
追
認
し
た
と
す
る
)
‘
丸
山
英
二
「
未
熟
児
網
膜
症
訴
訟
」

ジ
ュ
リ
九

O
O号
(
昭
六
一
三
二
二
九
頁
)
に
は
疑
問
で
あ
る
(
同
旨
、
判
時

一
一
七
八
号
七
四
頁
(
本
判
決
の
コ
メ
ン
ト
)
、
手
嶋
・
後
掲
研
究
一

O
O頁
、
滝

井
繁
男
H
藤
井
勇
「
『
医
療
水
準
論
』
の
現
状
と
そ
の
批
判
」
判
タ
六
二
九
号
(
昭

六
一
一
)
一
七
頁
。
な
お
、
野
田
後
掲
解
説
八
八
頁
で
も
、
「
す
べ
て
昭
和
五

O
年
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を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
さ
れ

る
)
。
も
っ
と
も
、
光
凝
固
法
の
有
効
性
に
対
す
る
評
価
に
変
化
が
あ
る

な
ら
ば
、
後
述
す
る
と
お
り
本
判
旨
と
は
別
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

ω
ま
た
、
産
科
・
小
児
科
・
眼
科
と
い
う
複
数
の
部
門
が
関
わ
っ
て

お
り
、
し
か
も
先
端
的
治
療
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
未
熟
児

網
膜
症
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
転
医
義
務
が
問
題
と
な
る
の
が

特
色
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
本
件
で
も
、
複
数
の
眼
科
医
が
関
与

し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
相
互
間
で
の
転
医
|
|
し
か
も
本
件
の
場
合
は

同
一
病
院
内
の
転
医
で
あ
る
ー
ー
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
義
務
違
反
が
肯

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
過
失
(
義
務
違

反
)
の
態
様
を
付
加
し
た
も
の
と
し
て
意
義
深
い
(
従
来
、
転
医
義
務
違
反

が
認
め
ら
れ
た
下
級
審
判
決
例
と
し
て
は
、
③
釧
路
地
網
走
支
判
昭
和
五
四
年
一

月
一
九
日
判
時
九
二
四
号
九
二
頁
(
斜
里
町
国
保
病
院
)
(
産
婦
人
科
医
の
眼
科
医

受
診
を
勧
告
・
教
示
す
べ
き
義
務
の
悌
怠
)
、
⑬
名
古
屋
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
二

九
日
判
時
一

O
五
七
号
三
四
頁
(
名
古
屋
披
済
会
病
院
)
(
眼
底
検
査
の
た
め
の
産

婦
人
科
医
か
ら
限
科
医
へ
の
転
医
を
遅
ら
せ
た
こ
と
に
過
失
が
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

転
医
の
依
頼
も
あ
っ
た
ケ
l
ス
)
、
⑪
佐
賀
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
六
日
判
時
一

一
六
七
号
回
二
頁
(
佐
賀
病
院
)
(
眼
底
検
査
の
た
め
の
、
小
児
科
医
の
転
医
措
置

義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
た
が
、
控
訴
審
(
福
岡
高
判
昭
和
六

O
年
一
月
二
四
日
同

上
)
で
取
消
さ
れ
た
)
、
⑫
津
地
判
昭
和
六
一
年
一
一
一
月
二
五
日
判
時
一
二
三
三
号

一
二
七
頁
(
目
下
病
院
)
(
昭
和
五
五
年
八
月
出
生
の
患
児
に
つ
き
、
担
当
産
婦
人

科
医
の
定
期
的
眼
底
検
査
も
し
く
は
他
の
専
門
医
へ
の
転
医
の
義
務
に
違
反
し
た

と
す
る
。
母
親
の
本
症
の
危
険
性
の
訴
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
後
七
八
日
間
限

底
検
査
を
実
施
し
な
か
っ
た
事
例
)
等
が
あ
る
)
。

そ
し
て
、
こ
の
義
務
に
よ
り
、
経
験
不
足
の
医
師
に
お
い
て
も
高
度
の

水
準
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
医
療
体
制
上
の
責

任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
と
大
差
な
い
で
あ
ろ
う

(
X
の
請
求
原
因
で
は
、
そ

の
旨
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
)
。
ま
た
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
医
師
相
互
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の
連
携
に
お
け
る
過
失
の
場
合
に
は
、
治
療
上
の
過
失
と
は
や
や
異
な
り
、

複
数
加
害
者
の
不
法
行
為
の
特
殊
性
に
類
似
す
る
状
況
が
あ
り
、
そ
の
意

味
で
も
や
や
高
度
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
因
果
関
係
も
必
ず
し
も
厳
密
に

は
要
求
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
民
法
七
一
九
条
の
「
関
連
共

同
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
|
1
1
例
え
ば
、
川
島
・
判
民
昭
和
九
年
度
二
三
一
一
事
件
(
縦

の
因
果
関
係
と
横
の
因
果
関
係
と
を
区
別
さ
れ
る
)
、
平
井
「
共
同
不
法
行
為
に
関

す
る
一
考
察
l

『
因
果
関
係
』
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
」
民
法
学
の
現
代
的

課
題
(
川
島
還
暦
)
(
昭
四
七
)
三

O
O頁
以
下
、
淡
路
・
公
害
賠
償
の
理
論
〔
増

補
版
〕
(
昭
五
三
)
一
二
七
頁
以
下
!
ー
ー
を
参
照
。
本
件
の
如
き
転
医
義
務
違
反

の
事
例
以
上
に
、
治
療
方
法
の
説
明
な
い
し
転
医
の
指
示
勧
告
の
義
務
違
反
の
場

合
に
、
損
害
と
の
因
果
関
係
の
存
否
が
微
妙
に
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
問
題
と
関

係
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
件
B
の
転
医
義
務
違
反
と
裏
腹
を
な
す
C
の
監
督

義
務
違
反
に
よ
る
責
任
(
原
審
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
)
は
、
民
法
七
一
四
条
の
責

任
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
)
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
逐
一
医
師
個
人
の
過
失

を
個
別
的
に
認
定
し
て
い
く
の
対
妥
当
で
あ
る
の
か
、
む
し
ろ
「
企
業
責

任
」
の
考
え
方
と
の
対
比
で
も
、
病
院
自
体
の
過
失
を
問
う
余
地
は
な
い

の
か
、
と
い
う
点
も
問
題
た
り
与
え
よ
う
(
唄
教
授
が
夙
に
指
摘
さ
れ
る
病
院

責
任
論
(
例
え
ば
法
協
八
一
巻
五
号
(
昭
三
九
)
五
五
九
|
五
六
三
頁
、
「
現
代
医

療
に
お
け
る
事
故
と
過
誤
訴
訟
」
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
4
(
昭
四
九
)
一
一
一
一
一
頁

以
下
参
照
)
の
問
題
で
あ
る
。
研
究
会
で
は
、
小
山
教
授
も
、
本
判
決
の
よ
う
に
、

転
医
義
務
と
い
う
形
で

B
の
能
力
を
越
え
る
注
意
義
務
を
課
し
て
個
人
責
任
を
問

う
こ
と
に
は
や
や
無
理
が
あ
り
、
む
し
ろ
未
熟
児
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
総
合
病

院
で
あ
り
な
が
ら
眼
科
医
の
人
的
設
備
が
不
充
分
で
あ
っ
た
南
大
阪
病
院
自
体
の

責
任
が
関
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
発
言
さ
れ
て
、
評
釈
者
の
疑
問
に
同
調
さ
れ

た)。

と
こ
ろ
で
、
激
症
型
に
対
す
る
光
凝
固
が
必
ず
し
も
万
全
な
も
の

と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
(
中
谷
・
前
掲
一
九
頁
、
饗
庭
忠
男
「
医
療
水
準
と

説
明
・
転
送
義
務
」
判
タ
四
一
五
号
(
昭
五
五
)
五
七
頁
(
昭
和
五

O
年
報
告
書

も
、
こ
の
点
で
は
陵
味
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
あ
る
と
す
る
)
等
)
こ
と
と
の
関

連
で
、

B
の
過
失
と
失
明
と
の
因
果
関
係
の
有
無
が
問
題
と
な
り
、
上
告

理
由
第
三
点
で
も
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
、

光
凝
固
法
の
有
効
性
を
一
応
肯
定
し
て
(
原
判
決
で
は
、
そ
の
旨
明
言
さ
れ

て
い
る
)
相
当
因
果
関
係
を
肯
定
し
つ
つ
、
他
方
で
、
未
熟
児
網
膜
症
の

治
癒
に
関
す
る
不
確
実
性
を
、
慰
謝
料
算
定
の
レ
ベ
ル
で
「
不
確
定
要
素
」

と
し
て
考
慮
す
る
と
い
う
形
で
処
理
し
て
い
る
。
類
似
の
問
題
は
、
光
凝

固
に
関
す
る
説
明
義
務
違
反
等
の
場
合
に
も
存
在
し
て
い
る
が
、
下
級
審

判
決
で
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
賠
償
責
任
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
(
例
え
ば
、

ω寄
与
度
に
よ
る
も
の
|
|
|
⑬
静
岡
地
判
昭
和
五
二
年
六
月
一

四
日
判
時
八
六
二
号
二
二
頁
(
静
岡
日
赤
病
院
)
(
担
当
小
児
科
医
の
眼
底
実
施
義
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務
及
び
光
凝
固
法
に
関
す
る
説
明
義
務
を
怠
る
過
失
が
、
失
明
と
い
う
結
果
に
寄

与
し
た
度
合
は
五
割
と
す
る
)
、
⑬
釧
路
地
網
走
支
判
昭
和
五
四
年
一
月
一
九
日
〔
前

掲
③
〕
(
公
平
の
観
点
か
ら
見
て
、
損
害
全
部
を
医
師
に
負
担
さ
せ
る
の
は
妥
当
で

な
い
と
し
、
酸
素
管
理
及
び
眼
科
医
受
診
勧
告
・
教
示
に
関
す
る
過
失
が
失
明
に

寄
与
し
た
限
度
(
六
割
)
に
つ
き
責
任
を
負
わ
せ
る
)
、

ω過
失
相
殺
に
よ
る
も
の

|
|
⑬
名
古
屋
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
二
九
日
〔
前
掲
⑬
〕
(
公
平
の
原
則
に
立

つ
過
失
相
殺
の
法
理
を
類
推
適
用
す
る
と
し
て
、
逸
失
利
益
の
賠
償
の
三
割
を
減

額
す
る
)
、

ω蓋
然
性
理
論
|
|
人
⑬
高
松
地
判
昭
和
五
五
年
三
月
二
七
日
判
持
九

七
五
号
八
四
頁
(
高
松
逓
信
病
院
)
(
本
症
穣
患
の
危
険
性
に
関
す
る
説
明
義
務
違

反
と
失
明
と
の
因
果
関
係
に
は
種
々
の
不
確
定
要
素
を
伴
う
が
、
説
明
を
尽
し
た

な
ら
ば
失
明
を
防
止
で
き
た
蓋
然
性
も
否
定
で
き
な
い
と
し
、

一
応
因
果
関
係
を

肯
定
し
た
う
え
で
、
不
確
定
要
素
に
つ
い
て
は
損
害
の
範
囲
な
い
し
は
損
害
額
の

縮
小
事
由
と
し
て
考
慮
す
る
。
そ
し
て
、
逸
失
利
益
な
ど
財
産
的
損
害
を
含
め
た

意
味
で
の
精
神
的
慰
謝
料
の
一
部
の
賠
償
を
肯
定
す
る
)
、
⑪
神
戸
地
尼
崎
支
判
昭

和
五
六
年
六
月
一
二
日
判
時
一

O
一
三
号
九
六
頁
(
平
岡
病
院
)
(
本
症
の
危
険
に

最高裁判所判例研究

っ
き
説
明
し
、
専
門
医
に
よ
る
診
療
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
注
意
義
務
(
説
明
義

務
)
違
反
が
あ
っ
た
と
し
、
義
務
を
尽
し
て
い
れ
ば
両
限
失
明
と
い
う
結
果
を
免

れ
る
蓋
然
性
は
高
い
と
述
べ
て
、
不
確
定
要
素
が
あ
る
も
の
の
一
応
相
当
因
果
関

係
は
肯
定
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
不
確
定
さ
ゆ
え
に
、
財
産
的
損
害
の
賠
償

を
否
定
し
、
慰
謝
料
算
定
に
お
い
て
も
考
慮
し
て
い
る
)
、
刷
機
会
喪
失
(
期
待
権

侵
害
)
論
|
|
人
⑪
名
古
屋
高
判
昭
和
六
一
年
一
一
一
月
一
一
六
日
判
時
一
二
三
四
号
四

五
頁
(
山
田
赤
十
字
病
院
)
(
診
療
当
時
光
凝
固
法
は
医
療
水
準
に
な
く
、
転
医
義

務
-
説
明
義
務
等
の
違
反
は
な
い
と
す
る
が
、
「
徽
密
で
真
撃
か
つ
誠
実
な
医
療
を

尽
く
す
べ
き
約
」
に
違
反
し
て
組
雑
・
杜
撰
で
不
誠
実
な
医
療
が
な
さ
れ
た
と
き

は
、
結
果
と
の
聞
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
く
と
も
、
光
凝
固
法
受
療
の

機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
の
慰
謝
に
任
ず
る
責
が
あ

る
と
述
べ
る
)
、
⑬
札
幌
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
五
日
判
タ
六

O
四
号
六
三
頁
(
旭

川
厚
生
病
院
)
(
転
医
・
説
明
義
務
違
反
及
び
眼
底
検
査
義
務
違
反
の
過
失
を
肯
定

す
る
が
、
他
方
で
、
光
凝
固
法
等
の
有
効
性
に
つ
レ
て
は
、
現
在
で
は
大
き
な
疑

聞
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
右
過
失
行
為
と
失
明
と
の
聞
の
因
果
関
係

を
否
定
し
つ
つ
、
失
明
回
避
の
余
地
の
あ
る
治
療
を
受
け
る
機
会
(
可
能
性
)
を

奪
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
と
の
聞
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
て
、

慰
謝
料
の
賠
償
を
認
め
る
)
)
。

こ
の
問
題
は
、
素
因
競
合
と
も
見
う
る
(
患
児
の
未
熟
性
と
い
う
素
因
と

の
競
合
で
あ
る
)
が
、
未
熟
児
網
膜
症
の
治
療
行
為
〔
光
凝
固
法
・
冷
凍

凝
固
法
〕
の
先
端
性
ゆ
え
に
不
確
実
性
を
伴
う
と
い
う
特
殊
性
に
も
由
来

し
て
お
り
、
網
膜
症
訴
訟
を
通
じ
て
浮
上
し
て
き
た
新
た
な
問
題
と
し
て
、

今
後
の
法
理
の
進
展
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
師
の
過

失
(
義
務
違
反
)
と
損
害
(
失
明
)
と
の
聞
の
因
果
関
係
が
、
通
常
の
不

法
行
為
と
比
較
し
て
稀
簿
で
あ
り
(
す
な
わ
ち
、
過
失
が
な
け
れ
ば
、
失
明
の
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可
能
性
が
減
少
し
た
と
は
言
え
て
も
、
失
明
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う

意
味
で
、
「
弱
い
因
果
関
係
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
て
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う

に
法
律
構
成
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
る
こ
と

を
、
以
下
に
検
討
し
て
お
く
。

ωま
ず
、
近
時
有
力
に
期
待
権
侵
害
論
な

る
立
場
が
説
か
れ
て
い
る
(
新
美
育
文
・
ジ
ュ
リ
七
八
七
号
(
昭
五
人
)
八
一

頁
、
判
タ
六
三
五
号
(
昭
六
二
)
六
三
頁
(
患
者
側
に
は
、
未
確
立
の
治
療
方
法

を
受
け
る
自
由
が
あ
り
、
医
師
は
現
状
を
説
明
し
、
患
者
に
健
康
状
態
打
開
の
た

め
の
努
力
を
す
る
機
会
を
与
え
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
)
、
五
十
嵐
清
、
年
報
医
事

法
学
2
(
昭
六
二
)
一
三
二
頁
)
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
判
例
一
般
の
損
害
の

理
解
と
は
異
な
り
、
「
期
待
権
侵
害
な
い
し
治
療
機
会
の
喪
失
」
を
損
害

と
考
え
|
|
従
っ
て
相
当
因
果
関
係
は
難
無
く
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

|
|
、
そ
の
金
銭
的
評
価
に
お
い
て
治
癒
の
不
確
実
性
を
考
慮
す
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
医
師
側
に
い
か
な
る
診
療
債
務

を
設
定
す
る
か
、
と
く
に
ど
の
程
度
の
告
知
説
明
義
務
を
要
求
す
る
か
(
患

者
の
自
己
決
定
権
と
の
関
係
で
、
前
記
〔
四
〕
判
決
を
ど
う
評
価
す
る
か
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
医
療
水
準
に
達
し
て
レ
な
く
と
も
、
新
規
治
療
を
教
示
・
告
知
す

る
義
務
を
負
う
と
考
え
る
か
)
と
い
う
こ
と
と
も
相
関
し
て
お
り
、
契
約
責

任
構
成
(
評
釈
者
は
、
唄
前
掲
一
一

l

一
一
一
頁
な
ど
と
と
も
に
、
医
療
過
誤
に

つ
い
て
基
本
的
に
は
こ
の
立
場
を
採
り
た
い
と
考
え
る
)
に
即
し
た
法
律
構
成

と
し
て
、
今
後
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
(
藤
岡
教
授
も
、
研
究
会
で
こ

の
点
を
指
摘
さ
れ
た
)
。
川
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
「
失
明
」
と
の
聞

の
因
果
関
係
を
問
題
に
し
、
相
当
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
が
、

理
論
的
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
相
当

因
果
関
係
(
保
護
範
囲
)
の
前
段
階
で
あ
る
(
事
実
的
)
因
果
関
係
に
つ

い
て
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」

(
gロ
門
書
写
聞
広
巾
直
己
曲
ロ
O
ロ
)
の
準

則
を
適
用
す
る
限
り
、
本
件
で
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、

判
決
の
結
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
別
の
理
屈
が
必
要
と
な
ろ
う
。

刷
そ
こ
で
評
釈
者
と
し
て
は
、
か
か
る
場
面
に
お
い
て
は
、
別
種
の
事
前

的
(
虫
|
白
ロ
丹
市
)
な
リ
ス
ク
配
分
の
見
地
か
ら
の
蓋
然
的
因
果
関
係
と

い
う
べ
き
も
の
(
こ
れ
に
つ
レ
て
は
、
平
井
「
損
害
賠
償
法
理
論
の
新
展
開
図

果
関
係
論
を
中
心
に
l
」
昭
和
五
二
年
度
特
別
研
修
叢
書
(
日
弁
連
)
二
五
l
二

六
頁
、
同
・
現
代
不
法
行
為
理
論
の
一
展
望
(
昭
五
五
)
一
一
一
七
|
一
二
八
頁
参

照
)
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
事
実
的
因
果
関
係
を
否
定
し
て
リ
ス
ク
を

全
て
患
者
側
に
配
分
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
あ
る
程
度
医
師
側
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い

て
は
、
「
部
分
的
因
果
関
係
」
な
い
し
寄
与
度
減
責
的
な
帰
結
さ
の
点
は
、

さ
し
あ
た
り
能
見
善
久
「
寄
与
度
減
責
」
(
四
宮
古
稀
)
民
法
・
信
託
法
理
論
の
展

開
(
昭
六
二
一
二
五
頁
以
下
参
照
)
を
導
き
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
(
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
共
同
不
法
行
為
的
性
格
が
あ
る
場
合
は
別

で
あ
る
)
。
そ
の
意
味
で
、
慰
謝
料
に
限
つ
て
の
み
不
確
定
要
素
を
考
慮
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し
う
る
と
し
た
本
判
決
の
立
場
に
は
問
題
が
あ
る
(
前
記
⑬
1
⑬
の
よ
う
に
、

逸
失
利
益
に
つ
い
て
も
減
責
を
認
め
る
の
が
筋
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
慰
謝
料
一

本
で
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
際
上
の

便
宜
の
見
地
か
ら
別
の
評
価
を
加
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
研
究
会
で
は
、
逸

失
利
益
の
算
定
の
仕
方
に
つ
い
て
、
盲
人
は
も
は
や
準
禁
治
産
者
で
な
い
(
民
法

一
一
条
の
昭
和
五
四
年
改
正
)
こ
と
と
の
関
連
で
、
労
働
能
力
の
全
部
喪
失
と
し

て
計
算
す
る
(
未
熟
児
網
膜
症
訴
訟
で
は
こ
れ
が
通
例
で
あ
る
)
の
は
お
か
し
レ

の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
出
さ
れ
た
(
五
十
嵐
教
授
)
。
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ

る
が
、
か
と
言
っ
て
一
部
喪
失
と
す
る
こ
と
は
患
者
側
に
不
利
に
働
き
、
ま
た
喪

失
の
割
合
に
つ
い
て
の
判
断
に
も
困
難
が
伴
う
の
で
、
実
際
に
は
、
従
前
の
立
場

が
維
持
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
)
。

四
な
お
、
本
件
に
は
そ
の
他
、
医
学
の
進
展
と
過
失
の
判
断
と
の
関

係
(
本
症
に
対
す
る
光
凝
固
法
の
有
効
性
に
対
す
る
評
価
が
、
そ
の
後
消
極
的
と

な
っ
た
場
合
(
研
究
会
に
出
席
さ
れ
た
、
札
幌
の
未
熟
児
網
膜
症
訴
訟
を
担
当
さ

最高裁判所判例研究

れ
る
黒
木
俊
郎
弁
護
土
は
、
こ
の
点
を
強
調
さ
れ
た
)
に
は
、
過
失
の
判
断
も
影

響
を
受
け
る
と
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
、
饗
庭
・
前
掲
六
七
頁
で
は
、
司
法
的

判
断
の
要
請
か
ら
、
「
行
為
時
」
を
基
準
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
他
方
で
自

然
科
学
と
し
て
の
医
学
の
不
断
進
歩
性
と
い
う
医
療
事
故
訴
訟
の
特
質
も
考
慮
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
)
、
過
失
(
注
意
義
務
違
反
)
の
判
断
主
体
(
か
な

り
医
学
的
に
専
門
的
な
判
断
が
要
請
さ
れ
る
過
失
の
認
定
を
、
裁
判
官
に
委
ね
る

こ
と
に
は
無
理
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
研
究
会
で
は
、
小
山
教
授
が
指
橋

さ
れ
た
。
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
、
畔
柳
・
前
掲
一
八
七
頁
で
は
、
医
師
の
鑑
定

の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
)
、
未
熟
児
網
膜
症
訴
訟
の
「
政
策
訴
訟
的
性
格
」

(
そ
れ
ゆ
え
に
、
訴
訟
の
枠
を
離
れ
て
、
レ
か
に
患
者
救
済
を
は
か
る
べ
く
制
度

設
計
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
)
等
々
、
よ
り
基
本
的
な
問
題
が
累
積
し

て
い
る
が
、
評
釈
の
域
を
越
え
る
の
で
、
も
は
や
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
野
田
寛
教
授
の
解
説
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
三
九
号
八
五
頁
)
、

稲
痘
喬
弁
護
士
の
批
評
(
民
商
法
雑
誌
九
四
巻
二
号
二
六
四
頁
)
、
徳
本
鎮
教
授
の

解
説
(
昭
和
六

0
年
度
重
要
判
例
解
説
七
九
頁
)
、
松
浦
以
津
子
教
授
の
簡
単
な
解

説
(
法
セ
ミ
三
七
五
号
五
五
頁
)
、
手
嶋
豊
講
師
の
研
究
(
法
学
論
叢
一
一
九
巻
一

号
九
四
頁
)
が
あ
る
。

(
土
日

邦

彦

回
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